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は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
を
始
め
と
す
る
和
歌
集
に
は
、「
ア
ナ

シ
」
と
い
う
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
歌
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る注
注

。

痛
足
川 

川
波
立
ち
ぬ 

巻
向
の 

弓
月
が
岳
に 
雲
居
立
て
る
ら
し

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
七　

一
〇
八
七
）

巻
向
の 

穴
師
の
山
の 

山
人
と 

人
も
見
る
が
に 

山
か
づ
ら
せ
よ

 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
十　

一
〇
七
六
）

　

大
和
国
の
巻
向
一
帯
を
指
す
地
名
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
こ

の
名
を
冠
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
詳
細
を
解
明

す
る
一
助
と
す
べ
く
、
研
究
者
に
よ
っ
て
原
義
の
明
瞭
化
が
図
ら
れ
て
き

た
。
垂
仁
紀
三
十
九
年
冬
十
月
条
の
一
書
に
登
場
す
る
「
大
穴
磯
部
」
も
、

ア
ナ
シ
の
名
を
冠
す
る
品
部
で
あ
る
。
原
義
が
未
詳
で
あ
る
た
め
か
、
大

穴
磯
部
は
他
の
品
部
と
比
べ
る
と
不
明
瞭
な
印
象
が
あ
る
。

　

大
穴
磯
部
の
比
較
対
象
と
し
て
は
、
同
じ
〈
穴
〉
の
字
を
冠
す
る
「
穴

穂
部
」
が
注
目
さ
れ
る
。
大
穴
磯
部
と
同
様
に
性
格
の
詳
細
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
西
宮
一
民
や
亀
井
輝
一
郎
が
穴
穂
の
原
義
解
明
に
一
石
を
投

じ
、
穴
穂
部
と
所
縁
の
あ
る
穴
穂
皇
子
が
鉄
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人
物

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る注
注

。
両
者
の
指
摘
に
鑑
み
た
上
で
、
筆
者
は

〈
穴
穂
〉
と
い
う
言
葉
・
地
名
が
孕
む
寓
意
や
歴
史
性
が
、
物
語
伝
承
の

展
開
や
構
成
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
見
出
し
た注
注

。

　

穴
穂
と
ア
ナ
シ
の
類
似
性
に
着
目
し
た
西
宮
は
、
ア
ナ
シ
の
字
義
を
参

考
に
し
て
穴
穂
の
原
義
を
検
討
し
、
穴
穂
皇
子
に
秘
め
ら
れ
た
寓
意
性
や

物
語
叙
述
の
特
徴
を
導
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
故
に
、
ア
ナ
シ

の
原
義
を
考
証
す
る
こ
と
は
、
こ
の
語
に
ま
つ
わ
る
物
語
伝
承
を
分
析
す

る
際
の
一
助
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
ア
ナ
シ
に
関
す
る
論
考
の
多
く
は
、
奈
良
県
桜
井
市
大
字
穴
師

に
鎮
座
す
る
「
穴
師
坐
兵
主
神
社
」
を
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
。
当
神

社
は
『
延
喜
式
』
巻
九
の
神
名
帳
に
お
い
て
城
上
郡
三
十
五
座
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
、
現
在
は
「
巻
向
坐
若
御
魂
神
社
」
及
び
「
穴
師
大
兵
主
神
社
」

穴
師
の
原
義
に
関
す
る
一
考
察

長　
　
　

見　

菜　

子
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と
共
に
祀
ら
れ
て
い
る注
注

。『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
安
師
里
条
に
は
、

「
右
、安
師
と
称
ふ
は
、倭
の
穴
无
の
神
の
神
戸
と
託
き
て
仕
へ
奉
る
。故
、

穴
師
と
号
く
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
風
土
記
』
編
纂
の
時
分
に
お
い
て
、

穴
師
坐
兵
主
神
社
の
祭
神
が
「
穴
師
神
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る注
注

。
穴
師
神
の
実
態
に
関
し
て
は
未
だ
定
説
が
無
い
が
、
そ
の
性
格
を
詳

ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ア
ナ
シ
の
原
義
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

他
に
、
穴
師
の
神
の
祭
祀
に
関
わ
る
と
見
ら
れ
る
「
山
人
」
の
存
在
も

注
目
さ
れ
る
。
前
掲
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
一
〇
七
六
番
歌
が
採
り
物
の

歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
山
人
が
穴
師
神
に
奉
仕
し
た
一
端
が
窺
え
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
歌
詞
と
し
て
の
穴
師
が
古
代
人
に
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
先
行
研
究
に
お
け
る
諸

説
の
検
証
を
進
め
る
。
ま
た
、
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
て
穴
師
神
と
兵
主

神
の
有
す
る
性
格
を
精
査
し
、
穴
師
神
に
ま
つ
わ
る
山
人
像
の
確
立
に
努

め
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
も
っ
て
、
穴
師
の
原
義
を
明
瞭
化
し
た
い
。
以

降
、本
稿
で
は
穴
師
坐
兵
主
神
社
と
穴
師
大
兵
主
神
社
は
区
別
せ
ず
、「
穴

師
神
社
」
の
表
記
に
統
一
す
る注
注

。
便
宜
上
「
ア
ナ
シ
」
は
汎
用
性
の
高
い

「
穴
師
」
表
記
に
統
一
す
る
が
、
文
献
を
引
用
す
る
際
は
そ
の
表
記
に
従

う
。
ま
た
、
引
用
文
献
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
掲
載
す
る
。

一
、
歌
詞
と
し
て
の
歴
史

　

和
歌
集
に
お
け
る
穴
師
の
初
出
は
『
万
葉
集
』
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

に
お
い
て
は
前
出
の
歌
を
含
め
て
三
首
詠
ま
れ
て
い
る
。

巻
向
の 

痛
足
の
川
ゆ 

行
く
水
の 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

ま
た
か
へ
り
見
む 

（
巻
第
七　

一
一
〇
〇
）

巻
向
の 

穴
師
の
山
に 

雲
居
つ
つ 

雨
は
降
れ
ど
も

濡
れ
つ
つ
そ
来
し 

（
巻
第
一
二　

三
一
二
六
）

　

原
文
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
地
名
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
大
和

国
の
穴
師
の
地
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

に
お
い
て
は
川
や
山
に
掛
か
る
地
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、『
古
今
和

歌
集
』
以
後
の
和
歌
に
お
い
て
も
「
巻
向
」
や
「
弓
月
が
岳
」
と
と
も
に
、

大
和
国
桜
井
の
地
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
引
か
れ
て
い
る
。
用
法
に
変
化

が
あ
っ
た
の
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
所
収
の
和
歌
か
ら
で
あ
る注
注

。

筑
紫
よ
り
上
り
け
る
道
に
、
さ
や
か
た
山
と
い
ふ
所
を
過
ぐ
と
て

よ
み
侍
り
け
る

あ
な
じ
吹
く 

瀬
戸
の
潮
あ
ひ
に 

舟
出
し
て 

は
や
く
ぞ
過
ぐ
る　

さ
や
か
た
山
を 

（
巻
第
九　

五
三
二　

右
大
弁
通
俊
）

　
「
あ
な
じ
」
は
穴
師
の
転
で
あ
る
。
詞
書
か
ら
、
こ
の
歌
が
筑
紫
の
地

を
背
景
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
穴
師
が
大
和
国
の
地
名
か
ら
独
立
し
た
歌
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
そ
の
歌
意
か
ら
、

こ
の
歌
に
お
け
る
穴
師
が
海
辺
に
吹
く
〈
風
〉
を
指
し
て
い
る
と
読
み
取

れ
る
。
藤
原
通
俊
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
を
撰
集
し
た
官
吏
・
歌
人
で
あ

る
が
、
同
時
期
に
出
仕
し
接
点
が
あ
っ
た
と
思
し
き
者
に
、
源
俊
頼
が
い
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る
。
俊
頼
は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
い
う
歌
学
書
の
中
で
、「
あ
な
し
と
い
へ

る
風
あ
り
、
い
ぬ
ゐ
の
風
と
か
や
。」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
り
、
穴

師
が
西
北
風
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
る注
注

。

　

通
俊
以
後
、
俊
頼
や
源
顕
仲
が
『
堀
河
院
百
首
和
歌
』
に
お
い
て注
注

、

よ
も
す
が
ら 
あ
な
し
吹
也 

難
波
潟 

塩
蘆
に
浪
の

花
や
咲
く
ら
む 

（
冬
十
五
首 

寒
蘆 

九
六
六 

顕
仲
）

あ
な
し
吹
く 

雄
島
が
磯
の 
浜
千
鳥 

岩
う
つ
浪
に

立
ち
さ
わ
ぐ
な
り 
（
冬
十
五
首 

千
鳥 

九
八
四 

俊
頼
）

と
詠
ん
で
い
る
ほ
か
、
俊
頼
の
私
歌
集
で
あ
る
『
散
木
奇
歌
集
』
に
お
い

て
も
駿
河
国
の
清
見
関
の
歌
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら注1注
、
俊
頼

ら
が
有
し
た
価
値
観
の
波
及
に
よ
っ
て
、
穴
師
を
〈
風
〉
を
指
す
言
葉
と

す
る
解
釈
が
確
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
に
そ
の
意
義
が
転
用
さ
れ

て
、
大
和
国
穴
師
の
地
を
背
景
に
し
た
歌
に
も
風
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た注注注
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
解
釈
は
『
和
漢
三
才
図
会注1注
』
や
『
八
雲

御
抄注1注
』
に
も
引
き
継
が
れ
、
柳
田
國
男
を
筆
頭
と
す
る
研
究
者
が
提
唱
す

る
一
説
と
な
る
。

　

そ
の
他
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
一
〇
七
六
番
歌

と
類
似
す
る
歌
が
、『
神
楽
歌
』
に
採
物
の
歌
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る注1注
。

我
妹
子
が 

穴
師
の
山
の 

山
人
と 

人
も
知
る
べ
く

山
鬘
せ
よ 

山
鬘
せ
よ 

（
採
物　

二
九　

葛　

本
）

　

前
掲
歌
と
は
初
句
が
異
な
る
が
、
古
今
集
所
収
の
形
が
古
体
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
穴
師
の
山
に
〈
山
人
〉
が
住
ま
う
前
提
で
詠
ま
れ
た
歌
で
、
穴

師
の
地
と
山
人
が
非
常
に
深
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

山
人
に
関
す
る
詳
細
は
、
本
稿
の
終
章
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
原
義
に
関
す
る
先
行
研
究

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
先
行
研
究
を
確
認
す
る
。
穴
師
に
関
す
る
論

考
で
最
も
著
名
な
の
は
、
柳
田
國
男
の
「
風
位
考
」
で
あ
る注1注
。
柳
田
は
、

ア
ナ
ジ
（
穴
師
）
は
感
嘆
詞
の
〈
ア
ナ
〉
と
風
を
意
味
す
る
〈
シ
（
ジ
）〉

の
複
合
語
で
あ
り
、
予
期
せ
ぬ
西
北
風
を
示
す
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
吉

備
の
穴
渡
や
長
門
国
の
旧
名
穴
門
の
よ
う
な
地
も
、
ア
ナ
ジ
の
吹
き
荒
れ

る
よ
う
な
地
形
か
ら
の
命
名
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
古
典
籍
や
各
人
の
日

記
、
地
方
調
査
を
論
拠
と
し
て
お
り
、
西
北
風
が
民
間
に
お
い
て
穴
師
と

呼
称
さ
れ
た
実
例
が
あ
る
こ
と
は
、
穴
師
が
風
を
指
す
こ
と
を
示
す
有
力

な
傍
証
だ
と
い
え
る
。
穴
師
を
西
北
風
と
解
す
る
説
は
『
俊
頼
髄
脳
』
以

来
の
主
説
で
あ
っ
た
が
、
柳
田
説
は
穴
師
の
原
義
に
新
見
を
加
え
た
と
い

う
点
で
意
義
が
あ
る
。

　

柳
田
説
に
準
じ
、
穴
師
の
原
義
を
風
だ
と
解
す
る
研
究
者
は
多
い注1注
。
志

賀
剛
は
、
和
泉
国
の
泉
穴
師
神
社
の
祭
神
が
風
神
で
あ
る
こ
と
や
、
各
地

の
穴
師
神
社
が
強
風
域
に
鎮
座
す
る
点
に
鑑
み
て
、
ア
ナ
シ
は
ア
ラ
シ

（
嵐
）
の
転
で
あ
る
と
主
張
し
、
穴
師
神
社
は
強
風
を
鎮
め
る
た
め
に
風

神
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
り
、
垂
仁
紀
三
十
九
年
条
一
書
に
み
え
る
「
大
穴
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磯
部
」
は
「
風
の
祝
部
」
だ
と
推
定
し
た
。
着
目
す
べ
き
は
、
風
の
祝
部

で
あ
る
大
穴
磯
部
が
、
冶
金
の
際
に
鞴
を
司
り
、
火
勢
を
調
整
す
る
役
割

を
担
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る注1注
。
こ
の
点
は
穴
師
語
源
の
異
説

と
深
く
関
わ
る
た
め
、
後
に
詳
述
す
る
。

　

烏
谷
知
子
は
柳
田
説
を
支
持
し
、
穴
師
の
語
は
風
や
地
形
に
基
づ
く
と

述
べ
た
上
で
、
穴
師
の
地
が
「
農
耕
生
活
に
影
響
を
与
え
る
風
の
祭
祀
に

関
わ
る
場
」
で
あ
り
、
当
地
に
祀
ら
れ
る
穴
師
の
神
は
農
耕
祭
祀
に
ま
つ

わ
る
神
で
あ
っ
た
が
、「
風
伯
雨
師
」
の
信
仰
と
蚩
尤
の
伝
承
を
介
し
て

兵
主
の
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
述
べ
る注1注
。
烏
谷
の
指
摘
す
る
通
り
、
風

の
信
仰
と
農
耕
祭
祀
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
天
武
期
に
創
始
さ
れ
た

竜
田
山
の
風
祭
を
見
て
も
、
五
穀
豊
穣
の
た
め
に
風
神
を
祀
り
暴
風
を
静

め
た
背
景
が
窺
え
る
。
蚩
尤
と
兵
主
神
に
関
す
る
問
題
は
三
章
で
取
り
あ

げ
て
考
察
す
る
。

　

以
上
が
穴
師
の
原
義
を
〈
風
〉
と
解
す
る
主
な
論
考
で
あ
る
が
、
他
方

に
お
い
て
穴
師
の
原
義
を
〈
採
掘
師
〉
だ
と
主
張
す
る
研
究
者
も
散
見
さ

れ
る
。
香
取
秀
眞
は
、
垂
仁
紀
三
十
九
年
条
一
書
の
十
箇
の
品
部
の
性
格

に
鑑
み
て
、
大
穴
磯
部
は
武
器
を
つ
く
る
材
料
を
提
供
す
る
た
め
に
、
穴

を
掘
り
鉱
物
を
採
取
す
る
集
団
だ
と
推
測
し
た注1注
。

　

香
取
説
に
追
従
し
た
大
宮
守
誠
は
、『
続
日
本
紀
』
の
記
事
を
参
考
に

穴
師
を
砂
鉄
の
採
掘
を
行
っ
た
者
達
だ
と
解
釈
し
、
穴
師
の
集
団
が
守
護

神
と
し
て
奉
斎
し
た
の
が
〈
鉄
（
武
器
・
利
器
）
の
霊
〉
で
あ
る
穴
師
神

（
兵
主
神
）
だ
と
主
張
し
た11注
。
大
宮
が
指
摘
し
た
『
続
日
本
紀
』
の
記
事

は
以
下
の
通
り
で
あ
る1注注
。

九
月
辛
卯
。
賜w

四
品
志
紀
親
王
近
江
国
鉄
穴z

 

（
巻
三 

文
武
天
皇 

大
宝
三
年
九
月
辛
卯
条
）

戌
子
。
令i

近
江
国
司
禁-u

断
有
勢
之
家
専
貪w

鉄
穴z

貧
賤
之
民
不t

得w

採
用z

 （
巻
十
四　

聖
武
天
皇　

天
平
十
四
年
十
二
月
戊
子
条
）

甲
戌
。
賜w

大
師
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
近
江
国
浅
井
高
嶋
二
郡
鉄
穴

各
一
處z

 

（
巻
二
十
四　

淳
仁
天
皇　

天
平
宝
字
六
年
二
月
甲
戌
条
）

　

大
宮
は
こ
の
鉄
穴
を
山
肌
に
穴
を
開
け
る
程
度
の
小
規
模
な
も
の
と
考

え
て
い
る
が
、
親
王
や
太
政
大
臣
に
貢
進
さ
れ
た
事
跡
か
ら
、
奈
良
時
代

に
お
け
る
〈
鉄
穴
〉
は
鉄
を
産
出
す
る
場
所
の
総
称
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
八
月
十
五
日
条
の
「
…
大
宰
府
言
、

対
馬
嶋
銀
穴
在w

下
県
郡z

自w

高
山
底z

穿-w

鑿
岩z

堀
入
卌
許
丈
。
…
」

と
い
う
記
述
か
ら
も11注
、
鉱
石
を
採
掘
す
る
場
所
を
〈
〜
穴
〉
と
称
し
、
掘

削
し
て
素
材
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
穴
師
の
語
に
関
し
て
、
中
国
に
お
け
る
「
穴
人
」
に
通
ず
る
と
す

る
指
摘
が
あ
る11注
。『
字
通
』
等
の
漢
和
辞
典
に
お
い
て
穴
師
と
穴
人
は
同

義
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り11注
、『
大
漢
和
辞
典
』
は
そ
の
典
拠
と
し
て
『
墨

子
』
巻
十
四
の
「
備
城
門
」
第
五
十
二
の
記
述
「
城
四
面
四
隅
、
皆
為w

高
磿
㯕a

使
丁

重
室
子
居w

亣
上a

候p

適
、
視
丙

亣
㑷
状
、
与
乙

亣
進
退
左

右
所p
移
處
甲。
失p

侯
、
斬
。
適
人
為p

穴
而
来
、
我
亟
使w

穴
師
選p

卒
。

迎
而
穴o
之
。
…
」
を
挙
げ
て
い
る11注
。
敵
が
穴
を
掘
っ
て
攻
め
来
る
場
面

に
お
い
て
、
穴
師
が
卒
を
選
別
し
、
穴
を
掘
ら
せ
て
敵
を
迎
え
撃
た
せ
る

戦
法
を
記
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
上
記
の
内
容
か
ら
〈
穴
師
〉
と
呼
ば
れ
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る
者
が
、
穴
を
掘
る
者
を
選
別
す
る
権
利
を
有
す
る
、
戦
略
の
要
を
な
す

存
在
だ
と
示
さ
れ
る
。

　

ま
た
『
墨
子
』
巻
十
四
の
「
備
穴
」
第
六
十
二
は
同
様
の
場
面
に
お
け

る
詳
細
な
戦
術
を
記
す
が
、
敵
を
燻
す
為
に
穴
の
入
口
に
設
置
さ
れ
た
竈

と
橐
（
鞴
）
が
抗
戦
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
鞴
の
操
縦

者
は
「
必
ず
明
ら
か
に
橐
の
事
を
習
ふ
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明

記
さ
れ
て
い
る11注
。
備
穴
法
を
遂
行
す
る
際
に
は
専
門
の
踏
鞴
師
が
動
員
さ

れ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
踏
鞴
師
は
先
述
の
〈
穴
師
〉
と
関
わ
る
者
と
推
測

さ
れ
る
。
樋
口
清
之
に
よ
る
と
、
古
代
に
お
い
て
は
完
全
な
分
業
体
制
で

は
な
く
、
素
材
を
採
取
す
る
者
が
素
材
の
鍛
冶
加
工
を
兼
業
し
て
い
た
と

い
う11注
。『
管
子
』
に
お
け
る
穴
師
は
、
採
掘
師
と
踏
鞴
師
を
兼
任
す
る
者

を
指
す
言
葉
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
穴
掘
り
に
通
じ

た
者
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
用
例
は
採
掘
師
が
語
源

で
あ
る
傍
証
に
な
る
。

　

他
に
挙
げ
る
べ
き
説
と
し
て
、
穴
師
の
ア
ナ
は
シ
ナ
を
意
味
す
る
〈
あ

や
〉
か
ら
転
化
し
た
も
の
で
、
穴
師
（
弓
月
が
岳
）
に
兵
主
神
社
が
あ
る

の
は
漢
人
が
そ
の
近
辺
に
在
住
し
て
兵
主
神
を
祀
っ
た
故
だ
と
す
る
内
藤

湖
南
の
説
や11注
、
穴
師
の
穴
を
「
た
た
ら
炉
の
穴
」
と
解
し
、
穴
師
神
を
踏

鞴
炉
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
山
本
博
の
説
等
が
あ
る
が11注
、
概
し

て
〈
強
風
説
〉
と
〈
採
掘
師
説
〉
が
有
力
で
あ
る
。
志
賀
論
考
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
両
説
は
親
和
性
が
高
く
そ
の
主
張
が
重
な
る
場
合
が
あ

る
。
兵
主
神
に
対
す
る
解
釈
や
穴
師
の
地
に
関
す
る
歴
史
認
識
も
研
究
者

に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
複
雑
化
し
た
上
記
の
点
を
改
め
て
整
理
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
え
る
。

三
、
兵
主
神
〈
蚩
尤
〉
の
性
格

　

兵
主
神
は
「
穴
師
坐
兵
主
神
社
」
を
始
め
と
す
る
日
本
各
地
の
兵
主
神

社
に
祀
ら
れ
る
神
で
あ
り
、
概
し
て
外
来
神
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

根
拠
と
し
て
、『
史
記
』
封
禅
書
の
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る11注
。

於p

是
始
皇
遂
東
遊w

海
上a

行
礼-w

祠
名
山
大
川
及
八
神a

求w

僊
人

羨
門
之
屬z

八
神
将
自p

古
而
有p

之
。
或
曰
、
太
公
以
来
作p

之
。

齊
所-w

以
為o

齊
、
以w

天
齊q

也
。
其
祀
絶
莫p

知w

起
時z

八
神
、
一

曰
天
主
。
祠w

天
齊z

…
（
中
略
）
…
三
曰
兵
主
。
祠w

蚩
尤z

蚩
尤

在w

東
平
陸
監
郷a

齊
之
西
境
也
。
…

　

秦
の
始
皇
帝
が
斉
国
で
奉
じ
ら
れ
て
い
た
八
神
を
祀
っ
た
こ
と
、
そ
の

中
の
一
神
が
兵
主
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
兵
主
と
し
て
蚩

尤
を
祀
る
」
と
あ
る
が
、
蚩
尤
と
は
『
史
記
』
五
帝
本
紀
第
一
等
に
記
さ

れ
る
、
中
国
の
伝
説
的
帝
王
で
あ
る
黄
帝
と
戦
い
禽
殺
さ
れ
た
人
物
（
神
）

を
指
す
。
袁
珂
は
、
蚩
尤
の
容
貌
や
性
格
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る1注注
。

…
蚩
尤
に
は
兄
弟
が
あ
わ
せ
て
八
十
一
人
か
七
十
二
人
い
た
が
、
い

ず
れ
も
き
わ
め
て
獰
猛
な
姿
を
し
て
お
り
、
銅
頭
鉄
額
で
、
獣
身
で

あ
る
が
、
人
の
こ
と
ば
を
解
し
た
。
…
（
中
略
）
…
蚩
尤
は
、
奇
怪

な
姿
を
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
食
べ
る
も
の
も
い
っ
そ
う
奇
妙
で

あ
っ
た
。
砂
、
石
、
鉄
を
常
食
に
し
て
い
た
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な

兵
器
を
作
る
の
に
秀
で
て
い
て
、
鋭
利
な
矛
、
鋭
利
な
戟
、
巨
大
な
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斧
、
堅
固
な
盾
、
軽
快
な
弓
矢
…
…
こ
れ
ら
す
べ
て
蚩
尤
が
作
っ
た

も
の
で
あ
る
。
…

　

蚩
尤
が
奇
怪
な
容
貌
を
持
つ
、
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
着
目
す
べ
き
は
、「
銅
頭
鉄
額
」
や
「
砂
、
石
、
鉄
を
常
食
に
し

て
い
た
」
と
い
っ
た
金
属
・
鉱
石
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
目
立
つ
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
宋
代
の
書
物
『
太
平
御
覧
』
巻
七
九
に
逸
文
と

し
て
残
る
『
龍
魚
河
図
』
の
記
述
「
又
曰
黄
帝
摂
政
前
有
蚩
尤
兄
弟
八
十

一
人
並
獣
身
人
語
銅
頭
鉄
額
食
沙
石
子
造
立
兵
杖
刀
戟
大
弩
威
振
天
下
誅

殺
無
道
不
仁
不
慈
…
」
か
ら
一
端
が
窺
え
る11注
。

　
『
龍
魚
河
図
』
は
、
蚩
尤
の
食
の
嗜
好
だ
け
で
な
く
、
蚩
尤
の
兄
弟
の

数
や
金
属
か
ら
成
る
容
貌
、
兵
・
杖
・
刀
・
戟
・
弩
と
い
っ
た
武
器
を
作

成
し
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
一
面
は
『
太
平
御
覧
』
巻
二
七
〇
に
採
録
さ

れ
た
『
世
本
』
逸
文
や11注
、『
管
子
』
巻
二
十
三
、
地
数
第
七
十
七
の
記
述

に
も
示
さ
れ
て
い
る11注
。

…
修p

教
十
年
、
而
葛
盧
之
山
、
発
而
出p

水
、
金
従p

之
。
蚩
尤
受

而
制p

之
、
以
為w

剣
鎧
矛
戟z

是
歳
、
相
兼
者
、
諸
侯
九
。
雍
狐
之

山
、
発
而
出p

水
、
金
従p

之
。
蚩
尤
受
而
制p

之
、
以
為w

雍
狐
之
戟
・

芮
戈z

… 

（『
管
子
』
巻
二
十
三　

地
数
第
七
十
七
）

　
『
管
子
』
は
蚩
尤
が
葛
蘆
の
山
や
雍
狐
の
山
か
ら
流
れ
出
た
金
属
を
精

錬
し
、
剣
・
鎧
・
矛
と
い
っ
た
武
器
や
鉄
製
品
を
製
作
し
た
と
い
う
事
績

を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
鉄
精
錬
に
長
け
た
鍛
冶
者
と
し
て
の
蚩
尤
像

が
、
古
代
中
国
に
お
い
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

『
山
海
経
』「
大
荒
北
経
」
に
お
け
る
涿
鹿
の
戦
い
の
戦
闘
描
写
か
ら
、
蚩

尤
の
異
な
る
性
格
が
窺
え
る11注
。

蚩
尤
作p

兵
伐w

黄
帝z

黄
帝
乃
令e

應
龍
攻w

之
冀
州
之
野q

〔
冀
州
、

中
土
也
。
黄
帝
亦
教w

虎
豹
熊
羆a

以
与w

炎
帝q

戦w

於
阪
泉
之
野q

而
滅p

之
。
見w

史
記q

〕。
應
龍
畜p

水
、
蚩
尤
請w

風
伯
雨
師a

縦w

大
風
雨z

黄
帝
乃
下w

天
女
日o

魃
。
雨
止
、
遂
殺w

蚩
尤z

…

　

決
戦
の
場
に
お
い
て
、
蚩
尤
が
風
を
司
る
〈
風
伯
〉
と
雨
を
司
る
〈
雨

師
〉
を
操
り
、
黄
帝
を
苦
し
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
以
上
に
鑑
み
る
と
、

蚩
尤
が
武
器
の
製
作
に
携
わ
る
異
形
の
存
在
で
あ
り
、
風
雨
・
雲
霧
と

い
っ
た
自
然
現
象
を
操
作
で
き
る
能
力
（
能
力
を
持
つ
者
を
使
役
し
操
る

こ
と
の
で
き
る
資
質
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
風
雨
の
支

配
は
古
代
に
お
い
て
天
帝
や
君
主
に
求
め
ら
れ
る
力
で
あ
っ
た11注
。

　

貝
塚
茂
樹
は
、
殷
代
祈
年
祭
の
儀
礼
の
詳
細
を
記
し
た
甲
骨
の
卜
辞
か

ら
、
殷
王
の
風
の
支
配
者
と
し
て
の
性
格
や
、
ゴ
ビ
砂
漠
を
通
過
し
華
北

方
面
に
塵
の
災
害
を
も
た
ら
す
西
北
風
を
鎮
め
る
た
め
、
殷
王
朝
が
女
巫

を
も
っ
て
西
北
風
を
鎮
め
る
防
風
の
祭
儀
を
行
わ
せ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
古
代
中
国
の
思
想
書
『
淮
南
子
』
の
記
述
よ
り

西
風
・
西
北
風
の
特
殊
性
が
窺
え
る
こ
と
に
関
し
て
、
風
伯
の
本
拠
が
西

方
・
西
北
方
に
あ
る
為
だ
と
述
べ
、
そ
の
風
伯
が
風
神
た
る
こ
と
を
示
す

象
徴
物
は
〈
鞴
〉
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る11注
。
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…
ま
え
に
引
い
た
正
月
の
四
方
四
風
に
祈
年
す
る
卜
い
の
文
に
は
、

西
方
の
風
を

、
ま
た
西
方
を

な
ど
と
書
い
て
い
る
。
他
の

卜
辞
に
は
、

風
と
あ
る
。
こ
の
字
の
偏
の
韋
は
な
め
し
た
革
の

材
料
を
さ
し
、
旁つ

く
りは

人
夫
が
足
で
な
め
し
皮
で
作
っ
た
ふ
い
ご
を
踏

ん
で
、
風
を
お
こ
し
て
い
る
さ
ま
を
表
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
め

し
皮
製
の
ふ
い
ご
が
西
風
、
ま
た
は
西
方
の
風
神
の
名
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
西
方
の
風
神
す
な
わ
ち
巫
女
が
ふ
い
ご
を

も
っ
て
西
方
の
風
を
調
節
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
…
（
中
略
）

…
風
を
支
配
し
て
き
た
蚩
尤
は
、
ま
た
ふ
い
ご
技
術
に
よ
っ
て
青
銅

兵
器
の
製
造
を
行
な
っ
た
部
族
の
代
表
者
で
あ
り
、
こ
の
技
術
の
発

明
者
で
も
あ
り
、
古
代
に
お
い
て
は
神
秘
的
な
ふ
い
ご
の
用
法
、
青

銅
器
鋳
造
の
秘
密
を
知
っ
て
い
る
巫
師
の
祖
先
と
仰
が
れ
る
人
物
で

あ
っ
た
。
特
に
彼
は
、
山
東
地
方
の
斉
国
で
は
天
主
、
地
主
に
つ
ぎ

八
神
の
一
と
し
て
兵
主
と
呼
ば
れ
て
、
尊
崇
さ
れ
て
い
た
。
…

　

卜
辞
に
記
さ
れ
た
西
風
及
び
西
方
の
風
神
の
名
は
〈
人
夫
が
鞴
を
踏

み
、
風
を
起
こ
す
様
を
表
す
〉
文
字
に
由
来
し
、
風
伯
で
あ
る
巫
女
が
鞴

を
持
物
・
象
徴
物
と
し
て
風
の
調
節
に
努
め
た
こ
と
を
示
す
。
蚩
尤
は
青

銅
器
製
造
に
携
わ
る
部
族
の
象
徴
神
、
鋳
造
に
ま
つ
わ
る
巫
師
の
祖
先
神

と
し
て
も
崇
め
ら
れ
た
と
い
う
。
西
北
風
が
恐
怖
の
対
象
と
さ
れ
る
こ

と
、
西
方
風
を
司
る
風
神
の
名
前
が
鞴
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
西
風
・
西

北
風
の
特
殊
性
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
鞴
が
風
伯
の
象
徴
で
あ
る

の
は
、
強
風
が
生
産
活
動
を
助
け
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

貝
塚
は
殷
の
祭
祀
に
着
想
を
得
て
い
る
が
、
殷
と
斉
は
殆
ど
変
わ
ら
な

い
地
理
に
あ
る
。
故
に
、
殷
王
朝
に
お
い
て
風
、
特
に
西
風
・
西
北
風
を

操
作
し
た
風
伯
（
巫
師
・
巫
女
）
の
性
格
は
、
風
伯
の
資
質
を
有
し
、
巫

師
の
祖
と
仰
が
れ
る
蚩
尤
に
転
化
さ
れ
、
西
・
西
北
風
を
操
る
資
質
を

持
っ
た
兵
主
神
と
し
て
斉
国
で
奉
斎
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る11注
。
穴
師
が
西

北
風
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
風
伯
や
蚩
尤
の
性
質
が
原
点
に
あ
る
た
め
で
は

な
い
か
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
和
漢
三
才
図
会
』
の
「『
八
雲
鈔
』
に
云

ふ
、
穴
師
は
戌
亥
な
り
、
戌
亥
は
風
神
の
坐
す
所
な
り
。」
と
い
う
記
述

で
あ
る
。『
八
雲
御
抄
』
に
は
「
あ
な
し
。
い
ぬ
ゐ
也
。」
と
の
み
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
北
方
に
風
神
が
居
る
と
い
う
解
釈
は
寺
島
良
安
の

考
察
だ
と
推
定
で
き
る
。
良
安
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
は
、
古
代
中

国
に
お
い
て
西
北
風
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
を
漢
籍
か
ら
知
り
得
て
い
た

か
ら
で
は
な
い
か11注
。
良
安
の
解
釈
は
貝
塚
の
主
張
の
傍
証
と
な
り
う
る
も

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
蚩
尤
と
い
う
存
在
は
、
西
北
風
説
と
採
掘
師

説
の
結
節
点
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
穴
師
神
社
の
祭
神
と
大
穴
磯
部
を
め
ぐ
る
問
題

　

兵
主
神
を
穴
師
神
社
の
祭
神
と
し
て
重
視
し
た
代
表
的
な
研
究
者
は
、

内
藤
湖
南
で
あ
る
。
内
藤
は
、
纏
向
穴
師
付
近
に
あ
る
弓
月
嶽
は
始
皇
帝

の
末
裔
で
あ
る
融
通
王
が
名
の
っ
た
弓
月
王
（
君
）
と
い
う
名
称
に
由
来

し
、
穴
師
・
弓
月
嶽
に
兵
主
神
社
が
鎮
座
す
る
の
は
、
渡
来
し
た
漢
人
が

信
奉
し
て
い
た
兵
主
神
を
祀
っ
た
た
め
だ
と
主
張
し
た11注
。
穴
師
神
に
つ
い
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て
言
及
し
て
お
ら
ず
、
穴
師
の
ア
ナ
を
シ
ナ
の
転
訛
だ
と
説
い
て
い
る
こ

と
か
ら
、内
藤
が
兵
主
神
を
本
来
の
祭
神
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

し
か
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
兵
主
神
を
後

世
の
呼
称
も
し
く
は
合
祀
さ
れ
た
神
と
見
做
し
た
上
で
、
穴
師
神
社
に
元

来
日
本
起
源
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
説
で
あ
る
。
祭
神
の
候
補

と
し
て
、
大
国
主
神1注注
、
素
戔
嗚
尊11注
等
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、『
元
要
記
』

は
天
富
貴
命
と
建
御
名
方
命
が11注
、『
大
倭
神
社
註
進
状
並
率
川
神
社
記
』

付
裏
書
は
、
穴
師
坐
兵
主
神
神
社
に
は
御
食
津
神
、
穴
師
大
兵
主
神
社
に

は
天
鈿
女
命
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る11注
。

　

井
上
薫
は
、
崇
神
紀
六
年
・
七
年
条
と
垂
仁
紀
二
十
五
年
条
の
一
書
が

対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
穴
師
神
社
に
祀
ら
れ
た
の
は
大
倭
直
の
祖

〈
長
尾
市
宿
禰
〉
が
奉
斎
し
た
「
大
国
魂
神
」
で
あ
り
、
後
に
大
和
坐
大

国
魂
神
社
に
遷
座
し
た
経
緯
が
あ
る
と
主
張
し
た
。「
玄
蕃
寮
式
」
に
記

載
さ
れ
た
新
羅
の
使
節
に
ふ
る
ま
う
醸
酒
料
稲
を
出
す
十
二
社
に
泉
穴
師

神
社
と
纏
向
の
穴
師
神
社
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
護
国
神
で
あ
る
大
国

魂
神
と
武
神
兵
主
神
の
神
威
を
も
っ
て
新
羅
の
脅
威
を
防
ぐ
効
果
を
期
待

し
た
た
め
だ
と
述
べ
た
上
で
、
大
同
一
年
の
「
新
抄
格
勅
符
抄
」
神
封
部

に
穴
師
神
の
名
が
見
え
る
一
方
、『
日
本
三
代
実
録
』
以
降
の
文
献
か
ら

穴
師
兵
主
神
や
兵
主
神
社
の
名
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
両
神
が

結
び
つ
い
た
時
期
を
弘
仁
（
八
一
〇
‐
八
二
三
）
か
ら
天
安
（
八
五
七
‐

八
五
八
）
の
間
と
推
定
し
て
い
る11注
。

　

ま
た
、
廣
瀬
明
正
も
井
上
の
意
見
に
同
意
を
示
し
、
穴
師
神
社
か
ら
兵

主
神
社
へ
の
改
名
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
大
和
国
に
お
け
る
穴
師
神
社

の
改
名
時
期
に
関
し
て
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
安
師
里
条
に
「
倭
穴
无

神
」
の
名
が
見
え
る
こ
と
を
考
慮
し
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
か
ら
貞
観

元
年
（
八
五
九
）
間
に
比
定
し
て
い
る11注
。

　

両
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
兵
主
神
の
名
前
が
上
代
文
献
に
見
え
な
い
の

は
、
穴
師
神
社
に
後
か
ら
兵
主
神
が
合
祀
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
兵
主
と
い
う
言
葉
は
渡
来
し
た
集
団
が
持
ち
込
ん
だ
可
能
性
が
高
い

の
で
は
な
い
か
。
朝
廷
を
中
心
に
中
国
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
た
背
景

に
鑑
み
て
も
、
兵
主
は
日
本
で
造
ら
れ
た
語
で
は
な
く
、
斉
国
で
信
奉
さ

れ
た
蚩
尤
を
指
す
外
来
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
の
神
で
あ
っ
た

穴
師
神
が
兵
主
神
（
蚩
尤
）
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
兵
主
神
社
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

穴
師
神
社
の
祭
神
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、
蚩
尤
と
同
一
視
さ
れ
た

こ
と
に
鑑
み
る
と
、
同
じ
機
能
・
性
格
を
有
す
る
神
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

先
に
挙
げ
た
祭
神
で
は
「
天
富
貴
命
」
が
、
そ
の
他
研
究
者
が
提
唱
す
る

祭
神
で
は
「
天
日
矛
神
」
の
性
質
が
蚩
尤
の
性
格
に
合
致
す
る
と
思
わ
れ

る
。

　

天
富
貴
命
は
『
元
要
記
』
が
推
定
す
る
神
で
あ
る
が
、
こ
の
書
は
天
富

貴
命
を
蟻
通
神
と
混
同
し
て
い
る
点
に
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
神
の
名
は

『
新
撰
姓
氏
録
』
和
泉
国
神
別
に
も
見
え
、
当
条
の
記
述
か
ら
泉
穴
師
神

社
の
神
主
が
天
富
貴
命
の
後
裔
を
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る11注
。
土
橋
寛

は
、
天
富
貴
命
を
「
ア
メ
ノ
フ
キ
ノ
ミ
コ
ト
」
と
読
み
、
神
代
紀
第
八
段

一
書
第
四
に
見
え
る
素
戔
嗚
尊
の
五
世
孫
「
天
之
葺
根
神
」
と
同
神
で
あ

る
と
考
察
し
た
。
天
之
葺
根
神
は
、
素
戔
嗚
尊
が
退
治
し
た
簸
川
の
大
蛇

の
尾
の
中
に
あ
っ
た
神
剣
（
草
薙
剣
）
を
、
天
上
に
献
上
す
る
役
目
を

負
っ
た
神
で
あ
る
が
、
霊
剣
説
話
で
あ
る
一
書
第
四
は
、
出
雲
が
砂
鉄
を
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産
出
す
る
製
鉄
・
鍛
刀
が
盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
説
く
。
更
に
、「
天
富
貴
命
」
の
「
フ
キ
」
は
、
鉱
石
の
溶
解
・
鋳
金

を
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
富
貴
命
並
び
に
兵
主
神
が
武
器
の

製
作
に
関
わ
る
神
だ
と
主
張
し
た11注
。

　

な
お
、
天
富
貴
命
と
似
た
名
前
を
持
つ
神
に
『
古
語
拾
遺
』
に
登
場
す

る
「
天
富
命
」
が
い
る
。
忌
部
氏
の
祖
太
玉
命
の
孫
と
し
て
『
古
語
拾
遺
』

に
お
い
て
活
躍
す
る
神
で
あ
る
が
、
記
紀
に
は
一
切
登
場
せ
ず
、
忌
部
氏

が
祖
を
顕
彰
す
る
た
め
に
創
作
し
た
神
と
推
測
さ
れ
る
。
大
和
国
穴
師
神

社
と
忌
部
氏
の
関
係
性
は
指
摘
さ
れ
て
お
り11注
、
同
神
を
祀
る
泉
穴
師
神
社

も
忌
部
氏
と
同
族
関
係
に
あ
る
者
が
奉
仕
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
天
富
貴

命
は
天
富
命
に
接
尾
辞
「
貴
」
を
付
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
忌
部
氏
の
祖
先

神
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

祭
神
を
天
日
矛
と
す
る
説
は
、『
大
倭
神
社
註
進
状
並
率
川
神
社
記
』

付
裏
書
や
『
大
神
分
身
類
社
鈔
並
附
尾
』
等
が
記
す
穴
師
神
社
の
御
神
体

を
矛
と
す
る
伝
承
に
基
づ
い
て
い
る11注
。
黛
弘
道
は
、
垂
仁
紀
三
年
条
に
記

載
さ
れ
た
天
日
矛
の
巡
歴
国
に
兵
主
神
社
・
穴
師
神
社
が
分
布
し
て
お

り
、
当
条
に
見
え
る
地
名
と
両
神
社
の
深
い
関
係
が
窺
え
る
点
や
、
天
日

矛
と
大
三
輪
君
、
倭
直
の
三
者
が
神
名
や
地
名
を
媒
介
と
し
て
結
び
付
い

て
い
る
と
推
定
で
き
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
穴
師
神
社
・
兵
主
神
社
は
天
日

矛
を
奉
斎
し
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
た
。
奉
斎
し
た
の
は
山
東
か
ら

辰
韓
を
経
由
し
て
渡
来
し
た
中
国
系
の
遺
民
で
あ
り
、
天
日
矛
は
辰
韓
の

鉄
で
造
っ
た
矛
を
擬
人
化
し
た
も
の
だ
と
説
く1注注
。
日
本
の
神
・
外
来
の
神

双
方
に
通
じ
、
鉄
に
ま
つ
わ
る
性
質
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
、
蚩
尤
と
は
最

も
親
和
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ど
の
説
も
一
定
の
信
憑
性
が
あ
り
推
定
は
難
し
い
が
、
御
神
体
を
矛
と

記
す
文
献
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
や
、
祭
神
の
性
質
、
渡
来
人
と
の
関
係
性

を
考
慮
す
る
と
、
天
日
矛
を
本
来
の
祭
神
と
み
な
す
の
が
妥
当
だ
と
思
わ

れ
る
。
大
国
魂
神
を
祭
神
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
が
、
神
代
紀
一
書
に

八
千
矛
神
の
異
名
を
持
つ
大
国
主
神
の
亦
の
名
と
し
て
〈
大
国
魂
神
〉
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
る
と
、
大
国
魂
神
と
矛
が
無
関
係
と
は

言
い
難
い
。
ま
た
『
大
和
国
城
上

郡
纏
向
乃 

穴
師
上
下
宮
大
明
神
縁
起
』
の
記
述
か
ら
、

大
国
主
神
の
人
格
の
中
で
も
特
に
〈
八
千
矛
神
〉
と
し
て
の
人
格
が
兵
主

神
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る11注
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
穴
師
で

奉
斎
さ
れ
た
神
に
重
な
る
形
で
、
中
国
文
化
の
享
受
と
浸
透
に
よ
っ
て
類

似
し
た
性
質
を
持
つ
兵
主
神
（
蚩
尤
）
が
祀
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

続
い
て
、
同
じ
く
穴
師
の
名
を
冠
す
る
「
大
穴
磯
部
」
に
関
し
て
検
証

す
る
。
大
穴
磯
部
が
登
場
す
る
の
は
垂
仁
紀
三
十
九
年
十
月
条
の
一
書
で

あ
る11注
。一

に
云
は
く
、
五
十
瓊
敷
皇
子
、
茅
渟
の
菟
砥
河
上
に
居
し
ま
し
て
、

鍛
名
は
河
上
を
喚
し
、
大
刀
一
千
口
を
作
ら
し
め
た
ま
ふ
。
是
の
時

に
、
楯
部
・
倭
文
部
・
神
弓
削
部
・
神
矢
作
部
・
大
穴
磯
部
・
泊
橿

部
・
玉
作
部
・
神
刑
部
・
日
置
部
・
大
刀
佩
部
、
幷
せ
て
十
箇
の
品

部
を
五
十
瓊
敷
皇
子
に
賜
ふ
。
其
の
一
千
口
の
大
刀
は
、
忍
坂
邑
に

蔵
め
、
然
し
て
後
に
、
忍
坂
よ
り
移
し
て
石
上
神
宮
に
蔵
む
。
…

　

五
十
瓊
敷
皇
子
が
茅
渟
の
菟
砥
河
上
に
お
い
て
鍛
冶
師
河
上
に
大
刀
一

千
口
を
作
ら
せ
た
際
、
皇
子
に
贈
呈
さ
れ
た
十
箇
の
品
部
の
一
つ
と
し
て
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記
さ
れ
る
。
大
刀
は
後
に
石
上
神
宮
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
部
民
は
職
業
部
で
あ
る
。
日
置
部
や
泊
橿
部
の
よ
う

に
一
見
で
は
職
掌
を
推
測
で
き
な
い
部
も
あ
る
が
、
律
令
政
権
下
で
所
属

し
た
司
や
管
掌
氏
族
の
職
掌
か
ら
、
神
宝
製
作
や
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
集
団

だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
大
穴
磯
部
の
実
態
は
未
詳
で
あ
っ
た
が
、
置
田

雅
昭
が
布
留
遺
跡
の
調
査
報
告
に
鑑
み
て
、
垂
仁
紀
一
書
に
記
載
の
あ
る

品
部
に
ま
つ
わ
る
遺
物
が
当
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
大

穴
磯
部
の
概
観
を
明
瞭
に
し
た11注
。

　

松
倉
文
比
古
は
、
前
述
の
香
取
・
大
宮
守
の
解
釈
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

十
箇
の
品
部
の
中
に
神
宝
製
作
に
欠
か
せ
な
い
金
属
素
材
に
ま
つ
わ
る
部

が
存
在
し
な
い
と
は
考
え
難
い
た
め
、「
神
宝
と
し
て
の
楯
・
弓
矢
等
の

材
料
を
提
供
す
る
金
属
に
関
す
る
部
と
解
す
べ
き
」
だ
と
指
摘
し
た
。
十

箇
の
品
部
は
神
宝
製
作
や
管
理
を
通
じ
て
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
関
わ
っ
た

集
団
で
あ
り
、
石
上
神
宮
に
お
い
て
「
執
政
氏
族
と
し
て
の
物
部
連
氏
、

在
地
氏
族
と
し
て
の
物
部
首
氏
が
「
十
箇
の
品
部
」
等
を
率
い
、
そ
の
管

治
に
当
た
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る11注
。
調
査
の
結
果
、
布
留
遺
跡
か
ら
大

量
の
鉄
滓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
上
記
の
指
摘
を
傍
証
す
る
。

　

志
賀
剛
は
大
穴
磯
部
が
金
属
精
錬
に
関
わ
る
部
だ
と
述
べ
な
が
ら
、
穴

師
を
採
掘
師
と
す
る
意
見
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
先
の
樋
口
清
之

の
指
摘
に
鑑
み
て
も
、
古
代
に
お
い
て
は
分
業
化
が
徹
底
さ
れ
て
お
ら

ず
、
素
材
の
採
取
者
と
加
工
者
は
一
体
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
大
穴

磯
部
が
採
掘
と
金
属
精
錬
に
携
わ
る
品
部
な
ら
ば
、
大
和
国
の
穴
師
の
地

に
も
同
業
の
品
部
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
奈
良
県
桜
井
市
の
穴
師

村
近
辺
に
は
「
カ
ナ
ホ
リ
バ
」
の
地
名
が
残
っ
て
お
り11注
、
当
地
に
お
い
て

採
掘
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

穴
師
坐
兵
主
神
社
は
元
来
山
中
に
あ
っ
た
と
い
う
が11注
、
採
掘
や
踏
鞴
吹

き
は
山
で
行
う
こ
と
か
ら
、
穴
師
集
団
が
奉
斎
し
た
地
所
と
し
て
相
応
し

い
。
強
風
は
鞴
を
扱
う
者
の
労
力
を
軽
減
さ
せ
、
恩
恵
を
も
た
ら
す
も
の

で
も
あ
る
。
鍛
冶
を
兼
ね
る
採
掘
集
団
が
穴
師
神
を
奉
斎
し
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
風
を
操
る
資
質
を
有
し
、
武
器
の
精
錬
製
造
を
司
る
蚩
尤
が
後

に
奉
斎
さ
れ
た
の
も
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
穴
師
神
・
兵
主
神
の
変
質

　

以
上
の
検
証
を
も
っ
て
、
筆
者
は
穴
師
の
原
義
を
「
採
掘
師
」
と
推
定

す
る
。
そ
の
上
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
穴
師
神
と
兵
主
神

の
武
器
製
作
・
金
属
精
錬
に
ま
つ
わ
る
性
質
が
忘
却
さ
れ
た
理
由
で
あ

る
。
後
世
の
穴
師
の
地
で
兵
主
神
の
風
雨
を
操
る
性
質
が
期
待
さ
れ
た
の

は
、
兵
主
神
社
で
風
鎮
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
想
定
さ
れ
る
が11注
、
祭

の
意
義
や
古
典
籍
に
鑑
み
て
も
、
上
記
の
二
神
の
性
格
を
察
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
二
神
が
変
質
す
る
に
至
る
に
は
、
如
何
な
る
経
緯
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
そ
の
転
換
期
を
天
武
期
と
考
え
て
い
る
が
、
天
武
天
皇
自
身
は

蚩
尤
（
兵
主
神
）
の
両
義
性
を
熟
知
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
壬
申
の

乱
の
際
に
大
海
人
皇
子
が
赤
旗
を
用
い
た
こ
と
は
、『
古
事
記
』
序
文
に

お
け
る
描
写
「
旗
を
絳あ

か

く
し
兵
を
耀か
か
やか

し
て
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
理
由
は
井
上
通
泰
に
よ
っ
て
、
天
武
を
漢
の
高
祖
に
擬
す
る
た
め
で

あ
る
と
看
破
さ
れ
て
い
る11注
。
天
武
の
高
祖
意
識
と
赤
色
讃
美
は
朝
廷
人
に
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周
知
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
想
は
持
統
朝
ま
で
引
き
継
が
れ
た
と
い
う11注
。

　

高
祖
は
前
漢
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
が
、
地
元
の
沛
で
挙
兵
す
る
際
に
黄

帝
・
蚩
尤
を
祀
り
戦
勝
を
祈
願
し
た
こ
と
が
、『
史
記
』
巻
八
、
高
祖
本

紀
に
見
え
て
い
る1注注
。

…
乃
立p

季
為w
沛
公z

祠w

黄
帝a

祭w

蚩
尤
於
沛
庭a

而
釁p

鼓
。

旗
幟
皆
赤
。
由w
所p
殺
蛇
白
帝
子
、
殺
者
赤
帝
子q

故
上p

赤
。
…

　

黄
帝
・
蚩
尤
を
祀
る
こ
と
の
ほ
か
、
決
起
の
際
に
赤
い
旗
幟
を
用
い
た

こ
と
や
高
祖
が
赤
色
を
尊
ぶ
理
由
も
記
さ
れ
て
お
り
、
天
武
の
赤
色
嗜
好

の
源
流
が
高
祖
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

前
川
明
久
は
、「（
高
祖
が
反
乱
に
際
し
）
黄
帝
・
蚩
尤
を
祠
祭
し
た
の

は
、
両
神
が
軍
神
で
あ
っ
た
た
め
戦
勝
を
祈
願
し
た
ほ
か
、
沛
産
の
鉄
に

よ
る
武
器
を
利
用
す
る
た
め
採
鉱
・
鋳
造
業
者
の
信
仰
す
る
両
神
を
ま

つ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
上
で
、
大
海
人
皇
子
が
高
祖
の
故
事
に

倣
い
、
美
濃
国
安
八
磨
郡
に
あ
る
自
身
の
湯
沐
邑
（
私
有
地
）
を
乱
の
拠

点
と
し
た
と
主
張
し
た
。
更
に
、
高
祖
の
沛
の
湯
沐
邑
が
鉄
産
地
で
あ
る

こ
と
を
漢
書
か
ら
読
み
と
っ
た
皇
子
が
、
鉄
鍛
冶
が
盛
ん
で
あ
る
自
身
の

湯
沐
邑
に
お
い
て
鍛
冶
師
に
武
器
類
を
製
作
さ
せ
、
そ
の
供
給
援
助
を

も
っ
て
戦
に
臨
ん
だ
と
指
摘
す
る11注
。
湯
沐
邑
を
管
理
す
る
〈
湯ゆ
の
う
な
が
し

沐
令
〉
と

い
う
職
名
は
漢
書
に
見
え
な
い
上
、
天
武
紀
元
年
条
の
み
に
見
ら
れ
る
呼

称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
海
人
皇
子
が
高
祖
の
私
有
地
を
指
す
〈
湯
沐
邑
〉

に
倣
っ
た
私
的
な
呼
称
だ
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う11注
。

　

以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
天
武
は
漢
籍
に
よ
っ
て
蚩
尤
の
性
質
を
知

り
得
て
お
り
、
高
祖
と
同
様
に
採
鉱
・
精
錬
・
鍛
冶
が
可
能
な
私
有
地
を

軍
の
拠
点
と
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
井
上
通
泰
は
、
柿
本
人
麻

呂
の
作
で
あ
る
『
万
葉
集
』
一
九
九
番
歌
に
お
け
る
「
ま
つ
ろ
は
ず
…
」

以
下
の
句
は
、
天
武
紀
元
年
七
月
辛
亥
条
に
記
さ
れ
た
戦
の
回
想
で
あ

り
、『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
記
述
、「
圍w

漢
王q

三
匝
。
於p

是
、
大
風
従w

西
北q

而
起
、
折p

木
発p

屋
、
揚w

沙
石a

窈
冥
昼
晦
、
逢-w

迎
楚
軍z

楚

郡
大
乱
壊
散
。
而
漢
王
乃
得i

与w

数
十
騎q

遁
去n

」
を
字
句
単
位
で
模
倣

し
て
い
る
と
指
摘
す
る11注
。

　
『
史
記
』
項
羽
本
紀
や
『
万
葉
歌
』
一
九
九
番
歌
に
記
さ
れ
た
風
は
、

敵
対
者
を
惑
わ
し
、
周
囲
物
を
破
壊
す
る
ほ
ど
強
烈
な
暴
風
・
神
風
で
あ

り
、
戦
時
下
で
は
風
神
の
荒
々
し
い
霊
験
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
し
か
し
皇
子
が
即
位
す
る
と
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
存
在
と
し
て

風
神
を
祀
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
事
績
は
天
武
紀
四
年
四
月
癸
未
条
「
小

紫
美
濃
王
・
小
錦
下
佐
伯
連
広
足
を
遣
し
て
、
風
神
を
竜
田
の
立
野
に
祀

ら
し
む
。」
か
ら
窺
え
る
が
、
風
神
竜
田
神
と
水
神
大
忌
神
が
同
時
期
に

奉
斎
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
竜
田
風
神
・
広
瀬
大
忌
神
の
両
神
に
対

す
る
豊
作
・
風
雨
巡
行
祈
願
が
徐
々
に
慣
例
化
し
て
い
く
。

　

烏
谷
知
子
は
『
龍
田
風
神
祭
祀
詞
』
を
引
い
た
上
で
、「
風
神
の
祭
祀

が
農
業
国
家
の
繫
栄
の
為
に
は
必
須
」
で
あ
り
、
動
乱
の
天
武
期
に
お
け

る
風
神
の
恩
恵
を
希
う
思
い
が
、
風
の
信
仰
と
兵
主
神
が
結
び
つ
く
要
因

で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る11注
。
風
雨
の
掌
握
は
古
代
殷
王
朝
よ
り
天
子
の

資
質
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
涿
鹿
の
戦
い
や
高
祖
の
記
事
を
み
て

も
、
皇
帝
や
そ
れ
に
準
じ
る
者
は
風
雨
を
操
り
、
風
伯
の
恩
恵
を
授
か
る

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
天
武
が
そ
の
点
を
熟
知
し
て
い
た
の
は
明
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ら
か
で
あ
り
、
天
武
の
政
策
が
兵
主
神
・
穴
師
神
の
性
質
を
変
化
さ
せ
る

契
機
と
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

以
上
を
考
慮
す
る
と
、
高
祖
が
奉
祀
し
た
蚩
尤
の
存
在
は
朝
廷
人
の
間

で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
採
掘
師
の
奉
斎
す
る

穴
師
神
に
重
ね
る
形
で
、
武
器
の
創
始
者
た
る
性
質
を
有
す
る
兵
主
神
を

祀
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
強
風
の
加
護
が
必
要
な
の
は
武

器
製
造
や
敵
の
攪
乱
が
必
要
な
戦
時
中
の
み
で
あ
り
、
安
定
期
に
は
五
穀

豊
穣
の
た
め
の
良
風
が
求
め
ら
れ
る
。
農
耕
の
為
の
風
神
・
雨
神
祈
願
が

主
流
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
蚩
尤
を
含
む
風
神
・
風
伯
は
強
風
を
和

ら
げ
る
防
風
神
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鞴
を
吹
く
幇
助
を
す
る

と
い
う
性
質
は
相
対
的
に
風
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
大
三
輪
町
の
兵
主
神
社
で
は
八
月
八
日
に
風
鎮
祭
が
行

わ
れ
る
。
台
風
の
時
節
に
な
る
と
、
大
三
輪
町
や
穴
師
山
の
麓
付
近
一
帯

で
風
日
待
・
風
祈
祷
が
催
さ
れ
る
が
、
笹
谷
良
造
は
そ
の
理
由
を
「
穴
師

の
山
人
の
祀
っ
た
兵
主
神
に
よ
る
も
の
と
思
う
」
と
推
定
し
て
お
り11注
、
兵

主
神
に
期
待
さ
れ
た
本
来
の
霊
験
が
忘
却
さ
れ
た
一
端
が
窺
え
る
。

　

最
後
に
山
人
に
つ
い
て
触
れ
る
。
諸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
穴
師
の

山
人
は
朝
廷
の
関
与
す
る
平
野
祭
や
園
韓
神
祭
に
参
入
し
た
山
人
と
同
様

の
性
格
を
有
す
る11注
。
山
人
は
神
楽
に
用
い
る
薪
や
賢
木
を
持
参
し
、
神
祭

り
の
場
で
舞
人
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
前
期
頃

に
は
既
に
交
流
が
絶
え
て
お
り
、
左
右
衛
士
が
山
人
の
役
を
代
行
し
た
と

い
う11注
。

　

和
歌
に
お
い
て
は
杣
人
と
山
人
を
同
一
視
す
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る

が
、『
金
葉
和
歌
集
』
十
二
番
歌
は
、
真
金
を
吹
く
山
人
の
存
在
を
仄
め

か
し
て
い
る11注
。

鶯
の 

な
く
に
つ
け
て
や 

真
金
吹
く 

吉
備
の
山
人

は
る
を
し
る
ら
む 

（
巻
第
一 

春
部 

十
二 

修
理
大
夫
顕
季
）

「
真
金
吹
く
」
は
鞴
を
吹
き
鉄
を
精
錬
す
る
意
を
表
す
枕
詞
だ
が
、
歌
意

を
考
慮
す
る
と
、
当
歌
の
山
人
は
鉄
精
錬
に
携
わ
る
者
だ
と
推
定
さ
れ

る
。
上
記
の
例
を
参
照
す
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
神
楽
歌
』
に
お

け
る
「
穴
師
の
山
の
山
人
」
を
採
掘
師
・
鍛
冶
師
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
宮
本
常
一
が
「
た
た
ら
師
の
い
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
炭
焼
が
い
た
」

と
指
摘
す
る
よ
う
に11注
、
杣
人
や
炭
焼
師
が
山
人
の
候
補
と
し
て
想
定
さ
れ

る
他
、
採
掘
師
自
身
が
山
人
と
し
て
穴
師
の
神
を
奉
斎
す
る
こ
と
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
。

　

古
記
録
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
山
人
は
い
つ
し
か
朝
廷
人
や
里
人
と

交
流
を
断
ち
、
独
自
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
後
世
に
お
い
て
、
鍛

冶
師
や
た
た
ら
師
は
「
山
内
者
」・「
場
所
者
」
と
呼
ば
れ
、
里
人
か
ら
は

異
端
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た1注注
。
穴
師
神
社
が
式
内
社
と
し
て
朝
廷
か
ら

尊
崇
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
再
定
義

さ
れ
た
こ
と
も
、
穴
師
の
山
人
が
消
息
を
絶
っ
た
一
因
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
要
因
が
重
な
っ
た
こ
と
で
、
穴
師
の
原
義
や
穴
師
神
・
兵
主
神

が
有
し
た
工
人
の
守
護
者
と
し
て
の
性
格
は
次
第
に
風
化
し
、
強
風
を
鎮

め
る
風
神
と
し
て
の
性
格
だ
け
が
伝
承
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の

際
、
殷
や
斉
に
お
い
て
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
西
北
風
を
防
御
す
る
、
と

い
う
風
伯
の
役
割
が
強
調
さ
れ
、〈
西
北
風
〉
と
い
う
要
素
と
穴
師
神
・
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兵
主
神
の
性
質
が
結
び
つ
い
た
結
果
、〈
穴
師
は
西
北
風
で
あ
る
〉
と
い

う
風
評
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
概
念
は
院
政
期
の
歌
人
に
共
有
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
各
地
に
伝
播
し
、
後
世
に
至
り
強
烈
な
西
北
風
を
穴
師
と
呼
称

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
穴
師
を
め
ぐ
る
問
題
を
精
査
し
、
原
義
の
検
討
を
試
み
た
。
語

源
解
釈
が
複
雑
化
し
た
理
由
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
強
風
説
と
採
掘
師
説

の
親
和
性
が
非
常
に
高
く
、
ど
ち
ら
の
説
に
も
信
憑
性
が
あ
っ
た
こ
と
が

原
因
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

　

古
代
中
国
に
お
け
る
穴
師
は
、
元
来
穴
を
掘
る
知
識
に
長
け
た
者
を
指

す
言
葉
で
あ
り
、
穴
師
の
名
を
冠
す
る
大
穴
磯
部
に
関
し
て
も
、
他
の
品

部
の
性
格
と
神
宝
に
ま
つ
わ
る
職
掌
に
鑑
み
る
と
、
金
属
採
掘
・
金
属
精

錬
に
携
わ
る
品
部
だ
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
ま
た
、
武
器
の
製
作

者
・
風
雨
の
支
配
者
と
し
て
の
二
面
性
を
持
つ
兵
主
神
（
蚩
尤
）
が
穴
師

神
社
に
祀
ら
れ
た
の
は
、
両
方
の
守
護
を
必
要
と
す
る
者
達
が
穴
師
の
地

に
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
人
で
あ
る
穴
師
と
朝
廷
の
間

に
距
離
が
生
じ
た
こ
と
や
、
穴
師
神
社
の
祭
神
に
求
め
ら
れ
る
霊
験
の
変

化
が
、
穴
師
の
意
義
の
曖
昧
化
を
助
長
し
た
と
い
え
る
。

　

本
説
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
大
穴
磯
部
の
穴
が
「
鉄
穴
・
採
掘
穴
」
を
示

す
傍
証
に
な
る
。
先
に
大
穴
磯
部
と
類
す
る
名
を
も
つ
「
穴
穂
部
」
に
触

れ
た
が
、
穴
穂
部
も
職
掌
が
明
瞭
化
さ
れ
て
い
な
い
部
で
あ
る
。
穴
穂
部

の
穴
が
大
穴
磯
部
と
同
じ
「
採
掘
穴
」
を
指
す
と
仮
定
す
る
と
、
穴
穂
部

も
ま
た
採
掘
に
関
わ
る
職
掌
を
担
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

穴
穂
部
は
穴
太
部
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
に
続
く
穴
太
衆
と
の
関

係
も
想
起
さ
れ
る
。
穴
字
を
冠
す
る
部
民
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
稿
を
改

め
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
る11注
。

注※
古
典
籍
引
用
に
関
し
て
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
日
本
書
紀
』

『
神
楽
歌
』『
風
土
記
』
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」、『
後
拾
遺

和
歌
集
』『
金
葉
和
歌
集
』
は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」『
延
喜
式
』、

『
延
喜
式
神
名
帳
注
釈
』『
大
和
国
』
は
「
神
道
大
系
」、『
日
本
三
代

実
録
』
は
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」、『
続
日
本
紀
』
は
そ
の
普
及
版

に
よ
っ
た
。

※
漢
文
引
用
に
関
し
て
、『
史
記
』『
管
子
』『
墨
子
』
は
「
新
釈
漢
文

大
系
」、『
山
海
経
』
は
「
全
釈
漢
文
大
系
」
に
よ
っ
た
。

1 

小
島
憲
之 

木
下
正
俊 

東
野
治
之
校
注
・
訳
『
万
葉
集
②
』（
小

学
館
、
一
九
九
五
年
）。
小
沢
正
夫 

松
田
成
穂
校
注
・
訳
『
古
今

和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）。

2 

西
宮
一
民
「
允
恭
記
「
軽
太
子
捕
は
れ
る
」
条
の
注
文
の
新
釈

│
│
軽
箭
と
穴
穂
箭
│
│
」（『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
18
輯
、
一

九
八
〇
年
一
月
）。
並
び
に
、
亀
井
輝
一
郎
「
石
上
神
宮
と
忍
坂

大
中
姫
」（
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究 

第
十
三
冊
』
塙
書
房
、

一
九
八
五
年
三
月
）。

3 

拙
稿
「『
古
事
記
』「
軽
太
子
物
語
」
に
お
け
る
注
文
の
寓
意
性
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│
│
金
属
表
記
が
示
す
意
味
│
│
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論

集
』
第
32
集
、
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
、
二
〇
二

三
年
十
月
）。

4 
虎
尾
俊
哉
校
注
『
延
喜
式
（
上
）』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九

一
年
）、
並
び
に
、
奈
良
県
教
育
会
『
改
訂 

大
和
志
料
中
巻
』（
養

徳
社
、
一
九
四
四
年
）。

5 

植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）、
四

三
頁
。

6 

古
書
に
お
い
て
は
両
社
共
に
「
穴
師
神
社
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が

殆
ど
で
あ
る
他
、
本
稿
の
目
的
は
穴
師
の
原
義
解
明
で
あ
り
、
神

社
の
区
別
を
必
要
と
し
な
い
た
め
。

7 

久
保
田
淳 

平
田
喜
信
校
注
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
）。

8 

佐
佐
木
信
綱
編
著
『
日
本
歌
学
大
系 

第
一
巻
』（
文
明
社
、
一
九

四
〇
年
）
所
収
『
俊
頼
髄
脳
』、
二
〇
四
頁
。

9 

青
木
堅
豪 

家
永
香
織 

久
保
田
淳 

辻
勝
美 

吉
野
朋
美
「
和
歌
文

学
大
系
15
」『
堀
河
院
百
首
和
歌
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

10 

関
根
慶
子
『
散
木
奇
歌
集 

集
注
篇 

上
巻
』（
風
間
書
房
、
一
九

九
二
年
）。
第
五
、
七
六
〇
番
歌
。

11 

例
に
「
穴
師
吹
く
弓
月
が
峰
に
雲
消
え
て
檜
原
が
う
れ
に
月
わ
た

る
見
ゆ
（『
万
代
和
歌
集
』
九
七
三
）」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
安
田
徳

子
「
和
歌
文
学
大
系
13
」『
万
代
和
歌
集
（
上
）』
明
治
書
院
、
一

九
九
八
年
）。

12 

谷
川
健
一
代
表
編
集
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
28
巻
『
和

漢
三
才
図
会
（
一
）』（
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
巻
三 

天
象
部
、

及
び
同
上
第
29
巻
『
和
漢
三
才
図
会
（
二
）』（
三
一
書
房
、
一
九

八
〇
年
）
巻
七
十
六
「
穴
師
大
明
神
」
項
。

13 

列
聖
全
集
編
集
会
編
『
御
撰
集
』
第
二
巻
（
列
聖
全
集
編
集
会
、

一
九
一
五
年
）、
所
収
『
八
雲
御
抄
』
巻
第
三
上
、
枝
葉
部
よ
り
。

14 

臼
田
甚
五
郎 

新
間
進
一 

外
村
南
都
子 

徳
江
元
正
校
注
・
訳
『
神

楽
歌 

催
馬
楽 

梁
塵
秘
抄 

閑
吟
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

15 

柳
田
國
男
「
風
位
考
」（『
定
本 

柳
田
國
男
全
集
第 

二
十
巻
（
新

装
版
）』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
二
五
三
‐
二
五
五
頁
。
初

出
は
一
九
四
二
年
。

16 

本
稿
に
挙
げ
た
論
考
の
他
に
、
尾
崎
暢
殃
「
穴
師
と
三
輪
」（『
國

學
院
雑
誌
』
一
〇
二
巻
七
号
、
二
〇
〇
一
年
七
月
）
等
が
あ
る
。

17 

志
賀
剛
「
穴
師
と
日
置
」（『
神
道
史
研
究
』
７

巻
５

号
、
神
道
史

学
会
、
一
九
五
九
年
七
月
）、
一
三
‐
一
五
頁
。

18 

烏
谷
知
子
「
穴
師
の
神
│
│
風
神
の
信
仰
│
│
」（『
学
苑
』
七
三

八
号
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
一
月
）。

19 

香
取
秀
眞
「
金
文
に
現
れ
た
る
鑄
師
の
本
貫
」（『
考
古
学
雑
誌
』

27
巻
１

号
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
七
年
一
月
）。
三
頁
。

20 

大
宮
守
誠
「
穴
師
及
び
兵
主
社
に
就
い
て
」（『
歴
史
地
理
』
73
巻

７

号
、
日
本
歴
史
地
理
学
会
、
一
九
三
九
年
六
月
）。
五
〇
‐
五

二
頁
。

21 
黒
板
勝
美
編
『
續
日
本
紀 

前
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八

年
）、『
續
日
本
紀 

後
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
よ
り

引
用
。
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22 

黒
板
勝
美
編
『
日
本
三
代
実
録
』（
国
史
大
系
刊
行
会
、
一
九
三

四
年
）。

23 
黛
弘
道
「
延
喜
神
名
式
雑
考
│
│
兵
主
神
社
に
つ
い
て
│
│
」

（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、

六
六
六
頁
。
初
出
は
一
九
六
五
年
。

24 

白
川
静
『
字
通
』﹇
普
及
版
﹈（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）、
五
三

三
頁
。
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典 

巻
八
』（
修
訂
版
）（
大
修
館

書
店
、
一
九
八
五
年
）、「
穴
師
」
項
、「
穴
人
」
項
。

25 

山
田
琢
『
墨
子
（
下
）』（
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
）、
六
八
五

‐
六
八
六
頁
。
諸
橋
は
「
穴
師
選p

卒
」
部
の
「
卒
」
を
「
本
」

と
し
て
い
る
が
、
山
田
の
校
正
・
注
釈
に
則
り
、「
卒
」
と
改
め

て
掲
載
し
て
い
る
。

26 

注
25
に
同
じ
。
七
三
〇
頁
ほ
か
。

27 

樋
口
清
之
『
日
本
古
代
産
業
史
』（
四
海
書
房
、
一
九
四
三
年
）、

二
四
二
‐
二
四
三
頁
。

28 

内
藤
湖
南
「
近
畿
地
方
に
お
け
る
神
社
」（『
日
本
文
化
史
研
究

（
上
）』（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）、
六
一
‐
六
六
頁
。
初
出
は
一

九
一
九
年
。

29 

山
本
博
『
古
代
の
製
鉄
』（
学
生
社
、
一
九
七
五
年
）、
一
三
〇
頁
。

30 

吉
田
賢
抗
『
史
記 

四
（
八
書
）』（
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
）、

二
三
四
‐
二
三
五
頁
。

31 

袁
珂
著
、
鈴
木
博
訳
『
中
国
の
神
話
伝
説
（
上
）』（
青
土
社
、
一

九
九
三
年
）、
二
〇
〇
‐
二
〇
一
頁
。

32 

『
第
一
册 

太
平
御
覧
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）、
三
六
八
頁
。

33 

『
第
二
册 

太
平
御
覧
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）、
一
二
六
一

頁
。

34 

遠
藤
哲
夫
『
管
子
（
下
）』（
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
）、
一
二

二
五
‐
一
二
二
六
頁
。

35 

前
野
直
彬
『
山
海
経
・
列
仙
伝
』（
集
英
社
、
一
九
七
五
年
）、
五

八
四
頁
。

36 

貝
塚
茂
樹
「
風
の
神
の
発
見
」（『
中
国
の
神
話
│
神
々
の
誕
生
│
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
八
五
‐
八
六
頁
。
旧
版
は
一
九
六

三
年
。

37 

注
36
の
貝
塚
論
考
に
同
じ
。
八
六
‐
九
二
頁
、
一
〇
六
‐
一
〇
七

頁
。

38 

貝
塚
は
、
黄
帝
や
蚩
尤
の
性
質
に
関
し
て
、
フ
イ
ゴ
の
秘
密
を
持

つ
神
と
し
て
の
姿
が
本
来
の
も
の
で
あ
り
、
風
を
支
配
す
る
風
伯

と
し
て
の
属
性
は
後
次
的
に
加
え
ら
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
注

36
の
貝
塚
著
書
所
収
、「
鍛
冶
師
と
山
の
神
」、
一
二
〇
‐
一
二
一

頁
）。

39 

各
書
籍
は
注
12
、
注
13
に
同
じ
。
引
用
は
『
和
漢
三
才
図
会

（
二
）』、
四
六
三
頁
。『
八
雲
鈔
』
は
『
八
雲
御
抄
』
に
同
じ
。

40 

注
28
の
内
藤
論
考
に
同
じ
。

41 
注
４

の
『
改
訂 

大
和
志
料
』
所
収
の
社
伝
よ
り
。
四
三
三
頁
。

42 
岩
本
徳
一
校
注
『
延
喜
式
神
名
帳
注
釈
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、

一
九
八
六
年
）、
八
〇
頁
。

43 

国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
、
大
和
文
華
館
所
蔵
『
元
要
記
』（
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）、831

コ
マ
目
よ
り
。D

O
I

は
以
下
の
通
り
。
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44 

坂
元
正
典 

佐
伯
秀
夫
校
注
『
大
和
国
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一

九
八
七
年
）、
一
二
五
頁
。

45 
井
上
薫
「
穴
師
神
社
の
一
考
察
」（
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
近

畿
古
文
化
論
攷
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
二
月
）、
四
六
九

‐
四
七
五
頁
。
な
お
、
崇
神
紀
と
垂
仁
紀
一
書
の
対
応
関
係
に
つ

い
て
は
、
早
く
飯
田
武
郷
の
指
摘
が
あ
る
（『
日
本
書
紀
通
釈
』）。

46 

廣
瀬
明
正
「「
穴
師
神
社
」
考
」（『
皇
學
館
論
叢
』
４

巻
６

号
、

一
九
七
一
年
十
二
月
）、
五
三
‐
五
五
頁
。
改
名
説
に
関
し
て
は
、

井
上
論
考
の
他
、注
17
に
挙
げ
た
志
賀
論
考
も
参
考
に
し
て
い
る
。

47 

佐
伯
有
清
「
校
訂
新
撰
姓
氏
録
」（『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究 

本
文

篇
』
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
七

七
頁
。「
和
泉
国
神
別
」「
穴
師
神
主
」
条
に
「
天
富
貴
命
五
世
孫

古
佐
麻
智
豆
命
之
後
也
」
と
見
え
る
。

48 

土
橋
寛
「
正
月
行
事
と
山
人
の
儀
礼
」（『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研

究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
一
一
六
‐
一
二
七
頁
。

49 

忌
部
氏
と
大
和
国
穴
師
神
社
の
関
係
性
を
説
く
、『
大
倭
神
社
註

進
状
並
率
川
神
社
記
』
付
裏
書
の
「
斎
部
氏
家
牒
」
は
西
田
長
男

や
白
井
伊
佐
牟
に
よ
っ
て
偽
作
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

向
村
九
音
が
穴
師
神
社
に
斎
部
氏
に
ま
つ
わ
る
古
伝
が
存
在
し
た

事
実
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
忌
部
氏
と
穴
師
の
所
縁
を
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
、
忌
部
の
伝
承
が
根
付
く
基
盤
が
穴
師
に
あ
っ
た
可

能
性
は
高
く
、「
斎
部
氏
家
牒
」
に
「
右
者
穴
師
神
主
蔵
巻
也
」「
穴

師
神
主
斎
部
氏
」
と
あ
る
の
も
誤
り
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。（
西
田
長
男
「
大
神
・
大
和
・
石
上
三
社
の
縁
起
の
偽
作
」

（『
国
史
学
』
72
・
73
合
併
号
、
国
史
学
会
、
一
九
六
〇
年
三
月
）、

白
井
伊
佐
牟
「『
大
神
神
社
註
進
状
并
裏
書
』
偽
作
の
迹
│
「
斎

部
氏
家
牒
」
に
み
え
る
外
宮
相
殿
神
の
検
討
を
中
心
に
│
」（『
皇

學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
〇
六
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
）、

向
村
九
音
「
近
世
期
穴
師
神
社
に
お
け
る
由
緒
生
成
と
古
伝
の

「
再
発
見
」」（『
叙
説
』
47
号
、
奈
良
女
子
大
学
日
本
ア
ジ
ア
言
語

文
化
学
会
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

50 

大
神
神
社
々
務
所
編
『
三
輪
叢
書
』（
大
神
神
社
々
務
所
、
一
九

二
八
年
）
所
収
『
大
神
分
身
類
社
鈔
並
附
尾
』
よ
り
。

51 

注
23
の
黛
論
考
に
同
じ
。
六
六
三
‐
六
六
六
頁
。

52 

注
44
の
書
籍
所
収
、『
大
和
国
城
上

郡
纏
向
乃 

穴
師
上
下
宮
大
明
神
縁
起
』。
ま

た
、
千
田
稔
の
論
考
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
か
ら
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
へ
」

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
日
本
研
究
』
第
18
集
、
角

川
書
店
、
一
九
九
八
年
九
月
）
も
参
考
に
な
る
。

53 

小
島
憲
之 

直
木
孝
次
郎 

西
宮
一
民 

蔵
中
進 

毛
利
正
守
校
注
・

訳
『
日
本
書
紀
①
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）、
三
二
九
‐
三
三

〇
頁
。

54 

置
田
雅
昭
「
禁
足
地
の
成
立
」（
和
田
萃
編
『
大
神
と
石
上
』
筑

摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）、
一
〇
三
頁
。

55 
松
倉
文
比
古
『『
日
本
書
紀
』
の
天
皇
像
と
神
祇
伝
承
』（
雄
山
閣
、

二
〇
〇
九
年
）、
二
七
一
‐
二
七
五
頁
。

56 

「
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
30
巻
」『
奈
良
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、

一
九
八
一
年
）、「
穴
師
村
」
項
。
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57 

注
４

の
『
改
訂 

大
和
志
料
』
よ
り
、
四
三
二
頁
。

58 
笹
谷
良
造
「
民
俗
行
事
」（『
大
三
輪
町
史
』
復
刻
版
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
八
年
）、
九
三
一
‐
九
三
三
頁
。
初
版
は
一
九
五
九
年
。

59 
井
上
通
泰
「
天
武
天
皇
紀
闡
幽
」（『
萬
葉
集
雑
攷
』
明
治
書
院
、

一
九
三
二
年
）、
初
出
は
一
九
二
九
年
。

60 

直
木
孝
次
郎
「
持
統
天
皇
と
呂
太
后
」（
三
品
彰
英
編
『
日
本
書

紀
研
究 

第
一
冊
』
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
九
月
）、
二
二
〇
‐
二

二
一
頁
。

61 

吉
田
賢
抗
『
史
記 

二
（
本
紀
下
）』（
明
治
書
院
、
一
九
七
三
年
）、

五
一
五
頁
。

62 

前
川
明
久
「
壬
申
の
乱
と
湯
沐
邑
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
三
〇
号
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
七
月
）、
二
二
‐
二
五
頁
。
括
弧
内

は
筆
者
注
。
吉
田
賢
抗
も
、
蚩
尤
の
武
器
始
作
者
と
し
て
の
霊
験

が
高
祖
に
求
め
ら
れ
た
と
解
し
て
い
る
（
注
61
に
同
じ
、
五
一
六

頁
）。

63 

注
62
の
前
川
論
考
に
同
じ
。
二
一
‐
二
二
頁
。

64 

注
59
の
井
上
著
書
に
同
じ
、「
柿
本
人
麻
呂
と
漢
文
學 

第
二
」、

四
九
‐
五
二
頁
。

65 

注
18
の
鳥
谷
論
考
に
同
じ
。
六
一
‐
六
三
頁
。

66 

注
58
の
書
籍
に
同
じ
。
九
三
一
‐
九
三
四
頁
。

67 

柳
田
國
男
「
山
人
考
」（『
定
本 

柳
田
國
男
集
第
四
巻
（
新
装
版
）』

筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
初
出
は
一
九
一
七
年
。）
一
七
五
‐

一
七
六
頁
。
西
角
井
正
慶
「
採
物
歌
」（『
神
楽
歌
研
究
』
畝
傍
書

房
、
一
九
四
一
年
）、
一
一
九
‐
一
二
二
頁
、
倉
林
正
次
「
大
嘗

祭
の
芸
能
│
│
清
暑
堂
御
神
楽
考
│
│
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文

化
研
究
所
紀
要
』
第
６

輯
、
一
九
六
〇
年
三
月
）、
一
二
九
頁
、

一
三
四
‐
一
三
八
頁
。

68 

注
67
の
西
角
井
論
考
、
一
二
二
頁
。
倉
林
論
考
、
前
掲
頁
。
園
韓

神
祭
や
平
野
祭
の
詳
細
は
『
江
家
次
第
』『
貞
観
儀
式
』
等
に
詳

し
い
。

69 

川
村
晃
生 

柏
木
由
夫 

工
藤
重
矩
校
注
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和

歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。
当
書
は
こ
の
歌
の
山
人
に

関
し
て
「
真
金
吹
く
人
か
」
と
注
記
し
て
い
る
。

70 

宮
本
常
一
「
杓
子
・
鍬
柄
」（『
山
に
生
き
る
人
び
と 

双
書
・
日

本
民
衆
史
２

』
未
来
社
、
一
九
六
八
年
）、
一
〇
八
頁
。
初
版
は

一
九
六
四
年
。

71 

注
70
の
宮
本
著
書
に
同
じ
。「
中
国
山
中
の
鉄
山
労
働
者
」、
一
三

四
‐
一
三
五
頁
。

72 

結
語
で
触
れ
た
「
穴
穂
部
」
に
関
し
て
は
、『
國
學
院
大
學
研
究

開
発
推
進
機
構 

日
本
文
化
研
究
所
年
報
』
16
号
（
二
〇
二
三
年

九
月
）
に
掲
載
の
拙
稿
「
穴
穂
部
・
穴
太
部
考　

│
│
〈
穴
〉
字

を
冠
す
る
部
民
の
検
討
│
│
」
に
て
検
討
を
加
え
た
。
都
合
に
よ

り
発
表
日
時
が
前
後
し
て
い
る
が
、
穴
師
を
採
掘
師
と
推
定
し
た

本
稿
の
説
を
補
完
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

【
付
記
】　

本
研
究
はJSPS

科
研
費JP23K

J1869

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。
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